
東大阪市地域力強化事業補助金 事務取扱要領 
（目的） 
第１条 この要領は、「東大阪市小売商業地域密着型支援事業補助金」のうち、「地域力

強化事業補助金」の交付を適正に行うことを目的に必要な事項を特別に定めるものと

する。 
 
（交付申請に際しての提出書類） 
第２条 地域力強化事業（商品券等発行事業）を実施する対象事業者は、あらかじめ商

品券の取扱に関する取り決め事項を記載した要領等を作成し、決議した議事録を添え

て市長に提出しなければならない。 
２ 前項の取り決め事項には、原則として以下の内容が記載されている必要がある。 
 （１）趣旨 
 （２）目的 
 （３）発行総額及びプレミアム額 
 （４）発行内容 
 （５）発行日 
 （６）有効期間 
 （７）商品券の販売確認 
 （８）販売所 
 （９）取扱加盟店の範囲 
 （１０）購入対象者 
 （１１）商品券購入限度額及び加盟店の商品券購入禁止 
 （１２）対象商品 
 （１３）つり銭の扱い 
 （１４）換金手続き及び換金期間 
 （１５）取扱加盟店の責務 
 （１６）取扱加盟店資格の喪失等 
（１７）紛失等の責務 
（１８）届出事項の変更 
（１９）不正防止対策 
（２０）返還請求権等 
（２１）取扱金融機関 
（２２）主催者の責務 

   
附則  
この取扱要領は、平成２２年９月１日から施行する。 


